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北九州市告示第７７号

 北九州市住居表示に関する条例（昭和４１年北九州市条例第４号）第２条の

規定により、別図１の北九州市門司区原町別院１５番の街区の区域を別図２の

とおり変更するとともに、別図１の同区原町別院の区域について別図２のとお

り街区を増設し、平成３１年３月１３日から実施するので告示する。

  平成３１年３月１３日

                    北九州市長 北 橋 健 治

2



3



北九州市告示第７８号 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定により、次のと 

おり道路の区域を変更する。 

 その関係図面は、告示の日から２週間北九州市建設局総務部管理課において 

、一般の縦覧に供する。 

  平成３１年３月１３日 

北九州市長 北 橋 健 治   

１ 道路の種類 市道 

２ 路線名等 

整理番号 路線名 変更

前後

の別 

区域変更の区間 幅員 

(ｍ) 

延長 

(ｍ) 

１２９９ 市瀬２２

号線 

前 八幡西区市瀬二丁目５３２

番２から 

八幡西区市瀬二丁目５３３

番３まで 

5.0 

～ 

5.5 

27.0 

後 八幡西区市瀬二丁目５３２

番２から 

八幡西区市瀬二丁目５３３

番３まで 

5.6 

～ 

9.0 

27.0 
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北九州市告示第７９号 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定により、次のと 

おり道路の供用を開始する。 

 その関係図面は、告示の日から２週間北九州市建設局総務部管理課において 

、一般の縦覧に供する。 

  平成３１年３月１３日 

北九州市長 北 橋 健 治   

１ 道路の種類 市道 

２ 路線名等 

整理番号 路線名 供用開始の区間 供用開始の期日 

１２９９ 市瀬２２

号線 

八幡西区市瀬二丁目５３２

番２から 

八幡西区市瀬二丁目５３３

番３まで 

平成３１年３月１３日 
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北九州市公告第１５０号 

 大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第５項の規定によ

り大規模小売店舗の廃止の届出があったので、同条第６項の規定により、次の

とおり公告する。 

  平成３１年３月１３日 

                    北九州市長 北 橋 健 治   

１ 大規模小売店舗の名称及び所在地 

マルショク白銀店 

  北九州市小倉北区白銀一丁目４番１２号 

２ 大規模小売店舗を設置する者 

  株式会社サンリブ 

  北九州市小倉南区葛原二丁目１４番１号 

  代表取締役 佐藤秀晴 

３ 大規模小売店舗内の廃止前の店舗面積の合計 

  １，３６８平方メートル 

４ 大規模小売店舗内の廃止後の店舗面積の合計 

０平方メートル 

５ 大規模小売店舗内の店舗面積の合計が１，０００平方メートル以下となる 

 日 

  平成３１年２月２８日 

６ 変更する理由 

  営業政策上の理由による。 

７ 届出年月日 

平成３１年２月２７日 
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